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実演家の権利と利益を守り、広め、
創造活動を支えるために

デジタル・ネットワーク社会の進展が、メディアの多様化をもたらし、実演

家の知的創造によって生まれる実演の利用はますます拡大しています。著作権

法に定める実演家の権利を有する者がひとつにまとまり、増大する権利処理業

務を適正、円滑に行い、あわせて現状の諸課題の解決に強力に取り組むために、

実演家著作隣接権センター（Center for Performers' Rights Administration、

略称＝CPRA）は、社団法人日本芸能実演家団体協議会〈略称＝芸団協〉、社団

法人日本音楽事業者協会〈略称＝音事協〉、社団法人音楽制作者連盟〈略称＝音

制連〉3団体の協力の下、1993年10月に発足しました。

1998年12月には、『独立性、専門性、透明性』を3つの理念として上記3団体

の協力関係を強くすることによりCPRA運営組織の充実を図り、さらに、関連

する団体〈演奏家権利処理合同機構（Music People's Nest、略称＝MPN）、映像

実演権利者合同機構（Performers' Rights Entrustment、略称＝PRE）、日本演

芸家合同機構（NEK）〉の参加によって、今日に至っています。

現在CPRAは、文化庁長官の指定を受けた芸団協の指定団体業務、著作権等

管理事業法による管理事業、sarah、SARVHといった指定管理団体からの委託

による分配業務など、実演家の音楽・映像に係る権利処理業務を行っています。

また、その他にも、実演家の権利に関する国際規範づくり、国際機関との協

力、教育普及等のキャンペーン活動、著作隣接権に関する広報活動、共通目的

基金事業、調査研究、海外実演家の権利管理団体との提携・協力等、実演家の

権利の擁護と拡大のための活動に取り組んでいます。
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